
 
議案第４８号  

 

 瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和５年９月１日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 国の子ども・子育て支援交付金の対象となる放課後児童健全育成

事業の内容について定める通知（平成２７年５月２１日付け雇児発

０５２１第８号雇用均等・児童家庭局長通知）の改正に伴い、条例

を改正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  

 

 瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例（令和５年条例第６号）の一部を次

のように改正する。  

 

 附則第３条中「この条例の施行の日から令和７年３月３１日まで

の間」を「当分の間」に、「令和７年３月３１日までに」を「その

者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事

することとなった日から２年以内に当該研修を」に改める。  

 

 

 



 
   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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瑞穂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

(令和5年条例第6号) 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第21条 略 第1条から第21条 略 

 （中略）  （中略） 

附 則(令和5年3月10日条例第6号) 附 則(令和5年3月10日条例第6号) 

第1条及び第2条 略 第1条及び第2条 略 

(職員に関する経過措置) (職員に関する経過措置) 

第3条 当分の間             

      、第10条第3項の規定の適用に

ついては、同項中「修了したもの」とある

のは「修了したもの(その者の研修計画を定

めた上で、放課後児童支援員としての業務

に従事することとなった日から2年以内に

当該研修を修了することを予定しているも

のを含む。)」とする。 

第3条 この条例の施行の日から令和7年3月3

1日までの間、第10条第3項の規定の適用に

ついては、同項中「修了したもの」とある

のは「修了したもの(令和7年3月31日までに

                   

                   

     修了することを予定しているも

のを含む。)」とする。 

  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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